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（午後１時１分 開会） 

○上村高義委員長  ただいまから

民生常任委員会を開会します。 

 本日の委員会記録署名委員は、

森西委員を指名します。 

 請願第１号の審査を行います。 

 なお、本件に関し１２９名の署

名が追加提出されましたので報告

します。合計２，６７７名となり

ます。 

 それでは、紹介議員からの説明

を求めます。 

 安藤議員。 

○安藤薫議員  こんにちは。きょ

うは請願審査にお忙しい中お集ま

りいただきましてありがとうござ

います。 

 国保改悪につながる「府内統一

化」に反対し、国保料の引き下げ

と減免制度の拡充を求める請願の

紹介議員、私安藤と山崎議員、弘

議員、３名が紹介議員になってお

りますが、代表して私のほうから

この請願の趣旨の説明をさせてい

ただきます。 

 国民健康保険は、市民の命、健

康を守る大切な社会保障の制度の

一つです。摂津市保健福祉部国保

年金課が発行しています摂津市の

国保、平成２８年度版によります

と 、 摂 津 市 の 全 世 帯 の ３ ５ ． ２

２％、人口の２７．３４％が加入

し、そのうち４８．１％が６８歳

以上の高齢者となっています。 

 また、加入世帯の６４．８％が

低所得者を対象とした法定の保険

料軽減を受けています。国保加入

者の約７割が所得２００万円以下

の世帯だとも言われています。低

所得者や高齢者が多く加入する国

民健康保険の健康で文化的な最低

限度の生活を営む国民の権利や全

ての生活部面について社会福祉、

社会保障及び公衆衛生の向上及び

増進に努める国の義務を記した憲

法第２５条、社会保障及び国民健

康保険の向上に寄与することを目

的とした国民健康保険法に沿った

運営が求められていることは言う

までもありません。 

 ところが、実態は国保加入者に

とって大変厳しいものとなってい

ます。この４年間で労働者賃金は

年額で約１９万円減り、年金支給

額も年々下がっています。一方で、

税金や公共料金の引き上げ、生活

用品の値上がりは低所得者や高齢

者の生活を圧迫しています。その

上、摂津市の国保料は平成２６年

度、平成２７年度と２年連続で引

き上げられました。これでは市民

の命を守るための国保が、市民の

暮らしを苦しめてしまうという矛

盾を拡大するものと言えるのでは

ないでしょうか。 

 さらに、２年後の平成３０年度

から導入が予定されています都道

府県への一元化は、これまで十分

とは言えないまでも摂津市独自の

市民の負担軽減策、健康づくりや

収納努力の継続、充実を困難にし

てしまいかねません。 

 よって、摂津市に対して以下６

項目について実施していただくよ

う、請願するものであります。 

 それでは、項目に沿って随時ご

説明をさせていただきたいと思い

ます。ちなみに、請願者は摂津市
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香露園１８番５号、摂津社会保障

推進協議会会長、坂本雅義、以下

２，５４８名の署名が添えられて

請願が提出されておりますが、後

日１２９筆の署名も追加され、合

計で２，６７７筆の同意する署名

も添付されていることを最初に申

し添えておきたいと思います。 

 それでは、第１項目目、誰もが

払える国保料に引き下げること、

国庫負担を大幅にふやすよう、国

に意見を上げることについてです。

先に申し上げましたとおり、摂津

市は平成２６年度に約９，０００

万円、平成２７年度には３，４０

０万円の国保料の値上げを行いま

した。しかし、それぞれの年度の

決算では約３億円と２億７，００

０万円、それぞれ単年度黒字を計

上し、長年の累積赤字を解消し、

さらに約１億７，０００万円の繰

越利益まで積み上げることになり

ました。保険料の値上げ幅と比べ、

余りにも大きい黒字額で、ただで

さえ高い国保料なのに、本当に値

上げが必要だったのか、疑問の声

が上がっています。ちなみに、所

得２００万円の６５歳以上の２人

世帯で、平成２８年度の保険料は

約２７万円、所得の１３．５％を

占めています。 

 また、現在、国、都道府県によ

る国保の公費負担は給付費掛ける

５０％、半額ですが、１９８４年

の国民健康保険法改定以前、定率

負担と調整交付金を合わせた国庫

負担は、総医療費掛ける４５％で、

給付費に直せば６割以上の公費負

担が行われていました。この間、

全国知事会は国との国保改革の協

議の場で、１兆円の国庫負担増を

要求しています。これが実現すれ

ば、国保料は１人当たり３万円、

４人家族で１２万円の軽減となり、

国保の保険料負担が協会けんぽと

同水準になるというのが知事会の

説明であります。 

 このことからも、誰もが払える

国保料に引き下げること、そのた

めにも国庫負担を大幅にふやすこ

とを国に意見を、摂津市として上

げていくことが重要だと考えます。  

 次に、２番目と５番目の項目に

ついて申し上げます。低所得者や

多人数世帯など、摂津市独自の減

免制度を拡充すること、及び一部

負担金減免の制度拡充についてで

す。摂津市の国保料は、世帯の人

数増による保険料負担が大きいと

言われています。所得２００万円

で子どもなしの４０代夫婦でも、

所得の１７％に当たる３４万５２

４円が保険料です。子ども２人の

４人家族になりますと、法定の２

割軽減がかかっても３７万３，０

３１円、子ども３人の５人家族で

は、４０万２，３９５円と、何と

所得の２割が保険料で占められて

いるという状況であります。摂津

市は、保険料軽減や一部負担金減

免のために法定外繰り入れを行い、

独自の努力をされてきました。そ

の点、大変評価するものでありま

すが、昨今の市民の貧困化の進展

や負担感の大きい多人数世帯への

減免策の拡充は、さらに努力が必

要だと考えます。 

 次に、第３、第４、滞納世帯の

生活実態に十分耳を傾け、無差別

的な財産調査や一方的な滞納処分
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を行わないこと、資格証の交付は

中止することについて申し上げま

す。払いたくても払えないほど重

い負担となってきている国保料の

徴収強化や、一方的な滞納処分は、

滞納世帯を市役所からますます遠

ざけてしまうものです。そして、

資格証は、医療の窓口で一旦１０

割負担となり、受診抑制や治療中

断を招くものです。 

 摂津市では、保険料の納付と保

険証の交付は別扱いと考え、原則

窓口、市役所の窓口に保険証を留

め置きすることをせず、短期証が

加入者のもとにきちんと届くよう

になっています。そして徴収事務

では、コールセンターや市民の窓

口対応などの努力を行い、収納率

はこの間下がっていません。これ

までの市の対応と実績をもとにし

て、国や大阪府の収納強化方針で

収納率を上げることはできない。

このような収納強化などや資格証

の発行を行わず、この摂津市の対

応を継続発展させていくことを求

めるものです。 

 最後に、６番目の国保改悪につ

ながる府内統一化や減免制度の改

悪縮小に反対することについてで

す。大阪府は、国民健康保険法改

定に伴う国保の都道府県化を進め

るに当たり、統一した保険料率を

つくり、一般会計、法定外繰り入

れや保険料減免、一部負担金減免

制度を原則行わない方向で進めよ

うとしています。これらが強行さ

れますと、たとえ国の財政支援拡

充がされたとしても、市民から現

在喜ばれている摂津市独自の減免

制度の継続は困難になり、保険料

も大幅に引き上げられてしまいま

す。ちなみに、平成２７年度決算

で、保険料軽減などのための一般

会計を法定繰入額は約２億５，０

００万円、１世帯当たりの保険料

に直しますと、約１万８，０００

円に相当します。法定外繰り入れ

が認められなければ、１世帯当た

りの保険料が大幅にアップするこ

とになってしまいます。改定国民

健康保険法では、大阪府は市町村

とともに共同保険者とはなります

が、役割分担がなされ、市町村は

資格の管理、保険給付、保険料の

決定、保険事業の実施など、引き

続き地域に密着したきめ細かい事

業を担っていくものとされていま

す。国も、将来的には統一保険料

を目指しつつも、保険料率の一斉

統一化を見送っています。また、

法定外繰り入れに関しては、政策

的判断で市町村が繰り入れるもの

については削減すべきでないと法

定外繰り入れについても認めてい

ます。このような地域の実情を無

視した、また市町村の自治権を侵

害するようなやり方は全国でも少

数となっています。国の考え方を

もねじ曲げて、府内統一化を進め

る大阪府のやり方には、今、反対

意見や疑問視する声が多く上がっ

ています。摂津市も加わる北摂市

長会からも、要望が上げられたり、

他の自治体議会でも反対の意見書

が採択されています。摂津市独自

で実施されてきた減免制度や保険

料抑制策を破壊するような府内統

一化には、市民の命と健康を守る

ことを第一の役割とする基礎自治

体、摂津市が他市とともに連携し
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て強く反対することが必要だと思

います。 

 以上、るるご説明、述べてまい

りましたが、二元代表制の一翼を

担う市民の多様な意見を集約し、

市政に反映すべく委員の皆様にご

理解をいただき、何とぞご採択を

いただきますようお願いして、趣

旨の説明とさせていただきます。

ありがとうございました。 

○上村高義委員長  説明が終わり、

質疑に入ります。 

 質疑のある方。 

 増永委員。 

○増永和起委員  それでは、質問

をさせていただきます。 

 今、趣旨説明の中で、国民健康

保険料の２年連続の値上げについ

てご説明がありましたけれども、

子育て世代などを中心に説明があ

りました。ほかにもこういう影響

があるというようなことがあれば、

教えてください。 

 それから、二つ目に、保険料の

減免や一部負担金減免制度、ここ

について独自の努力を評価すると

摂津市についておっしゃっておら

れましたけれども、その具体的な

中身について、こういうことがあ

るというようなことがあれば教え

ていただきたいと思います。 

 そして３番目、府内統一化につ

いて、反対の趣旨、ご説明があり

ましたけれども、さらにこういう

ことがあるということがあれば教

えていただきたいと思いますので、

よろしくお願いいたします。 

○上村高義委員長  答弁をお願い

します。 

 安藤議員。 

○安藤薫議員  平成２６年と平成

２７年度、摂津市が２年連続で国

保料を値上げしたことに関してで

あります。先ほども趣旨説明の中

でご紹介をさせていただきました

が、もともと国民健康保険は自営

業者の方々のみならず、小規模事

業所で働く人たちや、非正規労働

者、また失業者の方々、また社会

保険を脱退して加入される、国保

に加入される高齢者の方々と、比

較的収入の低い方々が加入される

制度であることはご承知のとおり

だと思います。同時に、高齢者の

方や失業者の方々などは、体を壊

しておられる方も多くいらっしゃ

るということで、保険給付額は一

般の若年層と比べても大変高くな

っているということで、そもそも

国民健康保険という制度自体が、

保険料だけでその制度そのものを

賄っていくことは困難なものです。 

 だからこそ、国庫負担や都道府

県の負担、市町村の努力によって

払える保険料で、みんなで保険料

を、保険を支えていく、とりわけ

それは先ほど申し上げましたよう

に、憲法２５条の基本的人権、ま

たは生存権という国のあり方の根

幹をなす憲法の精神を具体化する

ための国民健康保険法にも明記さ

れているものであります。 

 保険料を引き上げることによっ

て、とりわけ収入が少ない世帯の、

特に若年層の場合、所得の十数％

が国民健康保険の保険料だけで占

められてしまいます。これに、例

えば国民年金であれば国民年金保

険料も毎年引き上げられておりま

すので、１か月で今、１万六千数
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百円になっております。夫婦２人

で合わせますと３万円以上にもな

ります。さまざまな費用負担が若

年層にはかかってきてます。これ

に加えて、例えばお子さんが保育

所に入園する、小学校に入学する、

中学校に進学する、高校に進学す

る、入学時には大変大きなお金が

かかります。先般の１２月議会の

一般質問で私も取り上げましたけ

ども、中学校の新入学のときに制

服を買うためのお金などを含めま

すと、１０万円は下らないという

ような状況があるわけですね。子

育て世帯というのは、年々こうし

た子育てや教育のためにお金も必

要になってきます。加えて、今若

い子育て世代は、みずからが通っ

ていた大学、専門学校に行ったと

きの授業料、利子つきの奨学金と

して借りておられます。結婚して

子育てをするような段階になって

も、今でも奨学金の返済も行って

いるということで、子育てをしな

がらみずからの教育のための費用

も繰り返し払っていると、さまざ

まな負担がある中で、十数％の保

険料というのは大変重いと思いま

す。先ほども言いましたように、

４人家族の４０代の夫婦と２人の

お子さんのいらっしゃる年間所得

２００万円世帯で、平成２８年度

の保険料が３７万３，０３１円と

申し上げました。実は４年前、平

成２５年度は３５万６，２２４円

と、現在よりも約１万７，０００

円ほど低かったんですね。３人の

お子さんのいらっしゃる世帯でい

きますと、平成２８年度４０万２，

３９５円が、４年前平成２５年度

は３４万５，９５２円でした。約

５万円近い国保料の負担がふえて

るんです。３万円から５万円の給

料を、今、収入を上げるというの

は並大抵のことではありません。

こうしたことからも、こうした２

年連続の値上げにより大きな負担

が摂津市民の人たちに、国保加入

者の方々にのしかかっているとい

うことを、ぜひご理解をいただき

たいと思います。 

 続いて、保険料減免、一部負担

金減免の具体例をということでご

ざいます。さまざまな市民の皆さ

んからの相談事が委員の皆様のも

とにもたくさん寄せられているこ

とと思いますが、最近はやはり国

保、医療関係の相談事がふえてい

ると思います。 

 ある方がこのようなことをおっ

しゃってきておられます。この方

は、突然会社から解雇を言い渡さ

れたと。正社員ではなく、６か月

更新の非正規労働者で、しかも少

し障害を持っておられるというこ

とで、毎日ハローワークに通って

いても、なかなか職が見つからな

いまま、失業保険が切れるのを大

変不安に思いながら求職活動を行

っておられて、そのさなかに奥様

が突然倒れられて、緊急入院をし

たと。脳梗塞だと診断されたそう

であります。一番最初に頭に浮か

んだのは、医療費をどうしようか

ということでありました。そんな

ときに生活相談をして、摂津市国

民健康保険条例施行規則で、災害

失業などで医療費が払えないとき

に、申請して認められれば、医療

費の自己負担分の減免制度がある
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ことを教えてもらったとのことで

す。国保年金課の窓口へ、不安な

気持ちを抱えながら行ったところ、

大変親切に制度を説明してもらっ

て、ほっとされたそうです。この

制度は、一部負担金減免の制度は

生活保護の医療扶助とは別の制度

で、原則３か月、さらに申請すれ

ばあと３か月延長できる医療費自

己負担の減免制度でありますけど

も、こうした方々の医療費の苦労

が軽減されるということで、この

方は大変この制度があってよかっ

たなというようにおっしゃってお

られます。 

 このような、本当に困ったとき、

しかも雇用条件や状況が非常に悪

い中で、病気などで本当に困った

ときに、医療保険というのは命と

健康を守る命綱でありますから、

そこを安心して医者にかかれるよ

うにしておくというのが、社会保

障としての国民健康保険の役割に

もありますし、それを支えている

保険者としての摂津市の責任でも

ありますし、そうでないのであれ

ば二元代表制の一翼である議会か

らも、摂津市にそのような役割を

果たすように強く求めていくこと

が大切ではないかと思います。 

 次に、府内統一化に対すること

で何かあればということで、少し

ご紹介をさせていただきたいんで

すけども、府内統一化されること

によって、国ではそこまでやる必

要はないと言うてるものの、大阪

府ではかなり市町村の自治権を侵

害する強引な、大阪府の統一化を

進めようとしておりまして、今申

し上げた一部負担金や保険料を軽

減するための法定外繰り入れを、

こんなことやっちゃいけないんだ

と、特別会計は独自なものだから

やっちゃいけないんだというよう

な議論がされているものと同時に、

資格証、保険証などについての取

り扱いなどについても言うておら

れます。この例は、国保料の滞納

世帯に対する制裁措置で、保険証

を取り上げて一旦医療費の１０割、

全額を払わなければいけない資格

証が、摂津市でもわずかではあり

ますけども、発行されていると聞

いています。 

 その中にあっても、子どもたち

からは保険証を取り上げないよう

に、２００８年１２月法律改正が

されて、２００９年４月から施行

されています。この法改正に関わ

る運動は、実はこの摂津市から起

きたもので、市民の皆さんの声が

大きく広がって、それをマスコミ

が報道をし、そしてそれが国会に

届き、法改正につながったという

ものであります。市民の命と健康

を守る国民健康保険を、市民の皆

さんの生の声、そしてそれを取り

上げる運動、市民の運動、そして

行政と一体となって国の制度を変

えたという大変いい例で、自治権

の大切さを示した例だったと思い

ます。 

 ２００７年１０月にこどもシン

ポという集会が大阪で開かれまし

て、そのときに小学校６年生の保

健室に通う子どもの声を紹介した

先生の話がきっかけとなりました。

その中で、「保険証ないねん、お

父さん仕事ないねん、先生湿布く

れ」という６年生の保健室での言
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葉を紹介したお話です。これを受

けて、大阪社会保障推進協議会が

大阪府下で独自で調査を行って、

２，０００人の子どもたちが保険

証がないという状況であることを

発表しました。無保険の子どもを

なくそうという運動が広がって、

毎日新聞がこれに注目し、大都市

を中心にして調査を行って、７，

０００人を超える無保険の子ども

がいることがわかったと。 

 さらに、この動きに呼応して厚

労省が動いて全国調査をしたとこ

ろ、実に３万３，０００人の子ど

もが無保険であることがわかった

と。全国でこれは大変なことやと

いうことで、各自治体が子どもに

はちゃんと保険証を渡そうと、子

どもの無保険をなくそうというよ

うな動きが行われるとともに、２

００８年の１２月での国会で法改

正が行われて、中学生までの子ど

もには、たとえその世帯に滞納が

あってもきちんと保険証が発行さ

れることになったということであ

ります。 

 さらに、これは高校生までに法

改正されています。先ほども申し

上げましたように、これは摂津市

のこのこどもシンポの前に実は摂

津市の中でこの問題が提起されて、

摂津民主商工会などが調査に乗り

出すと、摂津市内で無保険の子ど

もが、当時２００７年４月の段階

で２０人いるということがわかり

ました。これがこうした運動に大

きく発展していったものでありま

す。 

 摂津市はその後、資格証をでき

るだけ発行せずに、発行している

世帯にもきちんと訪問してその家

庭の実態をつかむなど、丁寧な対

応を続けておられます。自治体と

市民が一緒になって、よい国民健

康保険制度にしていこうという歴

史が摂津市にはあると思っていま

す。もし、府内統一化が進めば、

こういった市町村独自の努力、市

民の皆さんと共同で国保をよくし

ていこうという動きそのものが阻

害されかねないと、危惧を覚える

ものであります。 

 そういった点から、長くなりま

して申しわけありませんが、府内

統一化というやり方については非

常に問題があると。統一化を目指

す大阪府内の各自治体でも、反対

の意見書が採択されております。

北摂市長会でも、先ほど申し上げ

ましたように大阪府に対して市町

村の意見をもっと聞きなさいと、

そこのワーキング・グループの中

には全ての市町村の代表が入って

いません。ほんの一部の人たちの

代表だけで事が進められていて、

統一方針が押し切られるようなこ

とがあっては絶対にならないと、

自治権を守るという意味からも、

府内統一化には反対です。 

○上村高義委員長  答弁が非常に

長かったんですけど、質問に端的

に答えていただくようにお願いし

ます。 

 増永委員。 

○増永和起委員  具体例、また今

までの無保険の子どもについては

摂津市がその子どもたちから保険

証を取り上げないという運動の発

祥の地だったということも紹介さ

れて、大変参考になりました。私
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は、請願に賛成の立場でぜひとも

この国保の問題について、摂津市

とともにさらに改善していける方

向で頑張りたいと思っております。

ありがとうございました。 

○上村高義委員長  ほかにござい

ませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○上村高義委員長  以上で紹介議

員に対する質疑を終わります。 

 次に、国保制度の現状として、

国保改革の概要と大阪府の検討状

況について理事者の説明を求め、

意見聴取を行いたいと思いますが、

異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○上村高義委員長  暫時休憩しま

す。 

（午後１時２８分 休憩） 

（午後１時３０分 再開） 

○上村高義委員長 再開します。 

 請願第１号について、理事者の

意見聴取を行います。 

 初めに、現状の状況について説

明をお願いします。 

 安田国保年金課長。 

○安田国保年金課長  それでは、

国民健康保険制度の改革の概要と、

大阪府における現状の検討状況に

ついてご説明申し上げます。 

 お配りいたしました資料、１枚

もののほうでございます。国民健

康保険の改革による制度の安定化

（運営のあり方の見直し）をごら

んください。 

 今回の改革は、国保への財政支

援の拡充とともに、運営のあり方

の見直しが行われ、これまでの市

町村単位の運営から都道府県も保

険者として加わることで、都道府

県を単位とした運営が行われるこ

ととなります。 

 その中で、都道府県の役割とし

まして、囲みのほうに記載いたし

ておりますとおり、都道府県が財

政運営の責任主体となり、安定的

な財政運営や効率的な事業の確保

等、国保運営の中心的な役割を担

い、制度を安定化させることとな

っております。 

 市町村におきましては、地域住

民と身近な関係の中、資格管理、

保険給付、保険料率の決定、賦課

徴収、保健事業等の地域における

きめ細かい事業を引き続き担うこ

ととされております。 

 資料中央の右端の囲みの中で国

保運営方針（県内の統一的方針）

とございます。改革後の国民健康

保険法におきまして、都道府県は

国民健康保険の安定的な財政運営

並びに都道府県の市町村の国保事

業の広域化及び効率的な運営の推

進のため、国民健康保険運営方針

を定めるものと規定されておりま

す。そのため、大阪府におきまし

ては平成２７年５月に大阪府・市

町村国民健康保険広域化調整会議

を設置し、大阪府国民健康保険運

営方針に盛り込む内容等について、

検討が進められているところでご

ざいます。 

 昨年１１月に、これまでの検討

状況を踏まえ大阪府国民健康保険

運営方針の骨子案が示されました

ので、骨子案に沿って、現時点に

おける大阪府の取りまとめの状況

についてご説明させていただきま

す。もう一つの資料のほうをよろ

しくお願いいたします。複数ペー
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ジとなりますので、要点のみとさ

せていただきますことをご了承く

ださい。 

 それでは、資料、大阪府国民健

康保険運営方針骨子案、２ページ

のほうをごらんください。 

 ２の基本的な考え方としまして、

国民健康保険制度は、社会保険制

度、国民皆保険を支えるナショナ

ルミニマムであり、本来国におい

て一元的に担うことが基本。国に

対し、被用者保険を含む医療保険

制度の一本化を求めていく上で、

今回の国民健康保険制度改革は将

来に向けた通過点。その上で、平

成３０年度からの新たな制度にお

いては、大阪府で一つの国保であ

ることから、被保険者の受益と負

担の公平性の確保を図るとともに、

保険財政の安定的運営、事業運営

の広域化・効率化を図り、持続可

能な制度を目指すものとするとし

ております。 

 続いて、３の府内共通基準の設

定としまして、府内共通基準を下

記のとおり定めるとしております。

この部分が請願等にございます府

内統一化の内容となっております。

項目に沿って、本市の現状を含め、

ご説明させていただきます。 

 （１）保険料関係についてでご

ざいます。 

 １点目、保険料、保険税の区分

について。保険料とするとしてお

ります。府内では４保険者が税方

式を採用しているところでござい

ますが、本市におきましては保険

料を採用していることから、変更

が生じることはございません。 

 ２点目、賦課方式、賦課割合、

保険料率についてでございます。

市町村標準保険料率と同率とする

ものとし、府内統一料率とするも

のでございます。賦課方式につき

ましては、本市は所得割、均等割、

平等割の３方式を採用しており、

共通基準においても３方式を採用

することとなっております。また、

賦課割合につきましても政令基準

が変更されることとなりますが、

基本的な考えとしましては、大阪

府の共通基準と本市の現行の取り

扱いは同様な形となっております。  

 その中で、保険料率につきまし

ては、現在、水準がどの程度にな

るのか、示されてはおりませんが、

本市に限らず、これまで市町村単

位から大阪府単位で保険料を算定

することや、今後の医療費や拠出

金の伸びによる変動、また新制度

と同時に行われる新たな財政支援

の拡充などがございますことから、

料率改定の必要は生じるものと考

えております。 

 ３点目、賦課限度額及び４点目

の保険料の仮算定の有無、本算定

時期、納期数につきましては、現

行の本市と同様のため、変更は生

じないものとなっております。 

 次に、（２）保険料関係以外に

ついてでございます。 

 １点目、出産育児一時金、２点

目の葬祭費の額につきましては、

本市と同額となっております。 

 ３点目、保険料一部負担金減免

の基準でございます。ここにつき

ましては、別に定める府内共通基

準といたしております。基準の設

定によりましては本市の取り扱い

に変更が生じることとなってまい



11 

 

りますが、どのような基準とする

のか、現在検討中の状況でござい

ます。 

 ４点目、被保険者証の更新時期、

有効期限でございます。１０月更

新は現行と同様、本市と同様でご

ざいますが、有効期限につきまし

ては、本市は２年としていること

から変更が生じてまいります。 

 最後に、５点目の保健事業でご

ざいます。別に定める府内共通基

準といたしておりますが、こちら

につきましても現時点においては

検討中の状況でございます。 

 次に、（４）統一時期でござい

ます。出産育児一時金、葬祭費は

平成３０年４月から共通基準での

運用となりますが、その他の項目

につきましては、平成３０年度に

統一化するのではなく、激変緩和

措置期間を設けることとしており

ます。 

 次に、３ページをごらんくださ

い。 

 ２番、財政収支の改善に係る基

本的な考え方でございます。 

 （１）において、解消・削減す

べき対象としての赤字の範囲とし

て、法定外の一般会計繰入を７点

挙げております。 

 本市におきましては、③保険料

の負担緩和を図るため、⑤保険料

の減免額に充てるため、⑥一部負

担金の減免額に充てるための３点

について、法定外繰り入れを行っ

ているところでございます。 

 最後になりますが、６ページを

ごらんください。 

 ６、府内統一保険料率について

でございます。都道府県が示す市

町村標準保険料率は、被保険者の

負担の公平性の観点から、府内統

一とする。ただし、別に定める激

変緩和期間中については、市町村

ごとに大阪府として実施する激変

緩和措置を考慮した保険料率とす

るとしております。 

 ②では、市町村が定める保険料

についても、次に該当する場合を

除いて、大阪府が示す市町村標準

保険料率と同率とするものとする。  

 中で、例外としまして、①とは

別に被保険者への保険料負担の激

変を緩和する観点から、市町村が

独自に激変緩和措置を講ずるため

の独自保険料率の設定について記

載をいたしております。 

 激変緩和措置につきましては、

現在のところ何年間とするのかは

示されておりませんが、６年間を

最大期間として、今後の保険料試

算等を踏まえた上で設定されるも

のと伺っているところでございま

す。 

 以上、国保広域化に係る大阪府

の状況についての説明とさせてい

ただきます。 

○上村高義委員長  説明が終わり

ました。 

 それでは、請願内容と今の理事

者の説明をあわせて質疑がありま

したらお受けいたします。 

 増永委員。 

○増永和起委員  それでは、請願

のことと、今お話をされた府内統

一化の部分と両方について質問を

してまいります。 

 まず、請願の１番は国保料に関

してですが、２０１４年、２０１

５年、請願趣旨でも説明がありま
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したように連続値上げとなりまし

た。決算は両年とも値上げ幅を超

える大幅な黒字が出ております。

これはまず予算の見込み違いであ

ったということでよろしいのでし

ょうか。 

 それから２点目。２０１６年度

の予算で法定外繰り入れを減らし

ています、５，０００万円ですか

ね。法定外繰り入れの内訳、これ

を過去３年間にわたって教えてい

ただきたいと思います。 

 それから、保険料の減免や一部

負担金の減免、この拡充について

どうお考えか。 

 それから、３点目、滞納処分に

ついて。ここに生活実態に十分耳

を傾け、無差別的な財産調査、一

方的な滞納処分を行わないことと

いう請願の趣旨になっております

けれども、これについてどうお考

えかお聞きしたいと思います。 

 資格証の交付について、中止す

ることとなっております。それに

ついて資格証交付の配慮なども努

力されてると思うんですが、そこ

も含めて教えていただきたいと思

います。 

 それから、府内統一化の問題で

す。まず先ほどいただきました資

料ですが、１枚目についている部

分は国の都道府県化についての説

明資料でよろしいですね。二つ目

の資料が大阪府が行っている、今、

運営方針の骨子案をつくっていま

すけれども、これはただの都道府

県化だけではなく、府内統一化と

いうことで、この二つは違うもの

だと思っております。国民健康保

険法の改正については国会で行わ

れました法に基づいて、国は都道

府県化を行っていると思うんです

けれども、大阪府は都道府県化だ

けではなく、府内統一化、そこま

で踏み込んだことをやろうとして

いるわけなんです。これについて、

今、ワーキング・グループがこの

案をつくるのに携わっていると思

うんですけれども、このワーキン

グ・グループというのはどういう

ふうに選出をされたのか、教えて

ください。 

 それから、大阪府国民健康保険

運営方針骨子案、それから改正国

民健康保険法ガイドライン、ここ

が違います。今もお話をしました

ように、改正国民健康保険法やガ

イドラインでは、財政の責任主体

が都道府県である。大きな財政的

なものを都道府県が見ていくんだ

ということが言われています。市

町村は、この１枚目の資料にもあ

りますように、地域住民と身近な

関係の中で資格管理、保険給付、

保険料率の決定、賦課徴収、保健

事業等、実際に地域における事業

を担っていくんだというこの二つ

のすみ分けがされています。 

 ところが、大阪府が進める府内

統一化はこの大阪府国民健康保険

運営方針骨子案の中に、先ほど説

明をされた部分で言いますと、そ

の前ですね、今説明を飛ばされま

したけれども、導入目的のところ

です。１ページの目的の２行目に

大阪府と府内の各市町村が一体と

なって、財政運営、資格管理、保

険給付、保険料率の決定、保険料

の賦課徴収、保健事業、その他の

保険者事務を共通認識のもとで実
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施すると書かれています。これが

いわゆる府内統一化、同じ保険料

率で減免制度も全部一緒、それか

ら一部負担金の減免制度も同じ、

先ほどいろいろおっしゃった葬祭

費であるとか、出産一時金とか、

そういうものももちろんですけれ

ども、さまざまな各自の独自性と

いうことを認めずに統一基準でや

っていくんだという中身がここの

目的の中に書かれているのかなと

思います。 

 根拠法としては、その下に国民

健康保険法の改正されたもの、こ

れを出されてきているんですが、

ここは矛盾すると思われませんか。

根拠法として書かれている国民健

康保険法の改正は、あくまで都道

府県は財政運営、市町村は資格や

その他保険料率、賦課徴収、そう

いうことを行うとなっていますし、

国のガイドラインでもそれははっ

きりと両方二つが分けられて書か

れています。大阪府はそれを全部

で一つにするということを言って

根拠法をここに挙げておられるん

ですが、これについての見解をお

尋ねします。 

 それから、平成２９年度に北摂

市長会で大阪府に対して要望書を

出されています。この国保の広域

化についての要望項目も挙がって

います。 

 １番、意見聴取について、大阪

府・市町村国民健康保険広域化調

整会議や財政事業運営、ワーキン

グ・グループに参画していない市

町村についても、各ブロックの会

議の活用など、全ての市町村から

広く意見を聞いて議論を進めるこ

と。２番は激変緩和について。長

くなりますので割愛しますが、ち

ゃんと激変緩和を被保険者、市町

村両方にしてほしいということで

すね。それから、インセンティブ

の活用について。有効なインセン

ティブを検討すること。大阪府の

財政措置について。財政運営の責

任主体である大阪府が財政措置を

きちんとすること、こういう４点

の要望項目を掲げておられますが、

この要望書を出されることになっ

た経過を教えていただきたいと思

います。 

 それから、先ほど摂津市の保険

料の料率が変わるかもしれないと

いうお話でした。これは国保の加

入世帯にとって非常に大きな問題

です。国は１１月にシミュレーシ

ョンを出すように各都道府県に申

し渡していると思いますけれども、

全国各地、かなり出そろってきて

いるということですが、公表して

いるところは少ないです。北海道

などは公表していますが、数字そ

のものは厚労省に出しているとこ

ろが非常に多くなっていると聞い

ています。大阪府はこの保険料率、

肝心なところだと思うんですけど、

大阪府全部を統一すると言ってる

この保険料率のシミュレーション

が、現状一体どういうふうになっ

ているのか、今後についてもスケ

ジュールなど教えていただきたい

と思います。 

 以上、お願いします。 

○上村高義委員長  答弁を求めま

す。 

 安田課長。 

○安田国保年金課長  それでは、
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質問の順番に沿ってご答弁させて

いただきます。 

 まず１点目、２０１４年、２０

１５年の値上げ、予算の見込みの

違いではという部分のご質問でご

ざいます。平成２６年度、平成２

７年度、こちらにつきましては決

算委員会のほうでもご説明させて

いただいたところではございます。

予算と決算、若干乖離が生じてお

りました。ここにつきましては、

被保険者数の減少が大きな要因と

なっております。その中で、黒字

となった要因としては、国、府の

交付金といったものが増額となっ

ております。ここにつきましては、

私ども収納対策、医療費適正化等、

保険者の努力として取り組んでき

た中で評価をいただき交付金が増

加した、こういったところが大き

な要因となっております。 

 続いて、法定外繰り入れの内訳

でございます。法定外繰り入れに

ついてですが、本市におきまして

は、法定外繰り入れ分として保険

料軽減分等繰入金というものを繰

り入れております。そのほか国庫

の減額分の繰り入れもしておりま

すが、主に統一化に関わるところ

としましては、保険料軽減分繰入

金のところでご説明をさせていた

だきます。 

 過去３年の実績でございます。

平成２７年度、保険料軽減分等繰

入金として２億７，６６１万２，

９８４円、決算ベースでございま

すが、繰り入れをいただいており

ます。内訳としまして、特定健診

の実績分として２，６４０万円、

保険料の減免実績額として２，５

１７万円、一部負担金減免として

１，１５７万円がこの中に含まれ

ております。 

 平成２６年度でございます。保

険料軽減分等繰入金総額２億８，

１３６万４，２４８円となってお

ります。そのうち、特定健診の分

が２，７６２万円、保険料減免実

績分として２，６０４万円、一部

負担金減免分１，０１５万円、赤

字解消分３，０００万円となって

おります。 

 平成２５年度でございます。保

険料軽減分等繰入金３億７，５９

３万６，９２２円となっておりま

す。そのうち特定健診実績額が３，

０２５万円、保険料減免実績額２，

０３０万円、一部負担金減免額１，

２４１万円。以上でございます。 

 続いて、減免の拡充等について

のご質問でございます。減免申請

につきましては、失業や廃業、病

気や災害など、不測の事態により

急激に収入低下を余儀なくされた

場合にご利用いただいております。

減免基準につきましては、大阪府

で見ましても特段に低いものでは

なく、生活保護基準の１．１５倍

を基準にして今現状対応しており

ます。 

 具体的には申請月の３か月前の

世帯収入の平均と生活保護基準の

１．１５倍を比較し、下回った場

合に減免対象となっております。

また、他市では基準要件に前年度

と所得変動を設けているところも

ございますが、本市は所得変動に

ついては加味しておらず、制度と

して他市よりも柔軟に対応してい

るものと考えております。 
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 一部負担金減免につきましても

同様の考えをもってさせていただ

いてます。生活保護基準は１以下

という基準でやっておりますが、

基本的には保険料の減免と同様の

考えで現在やっておるところでご

ざいます。 

 滞納処分につきましてでござい

ます。滞納処分につきましては、

これまでも個別事情に配慮し柔軟

に対応できるよう、分割納付など

自主納付につながるよう努めてい

るところでございます。しかしな

がら、一定期間内にご相談のない

方や滞納解消の見込みのない方に

対しては、財産調査を行っており

ます。また、何かしらの資産、財

産が確認できた場合は、やむを得

ず滞納処分に至る場合もございま

す。 

 なお、差し押さえにつきまして

は、主に生命保険等を債権保全の

担保として行っておりますが、す

ぐに換価し、未納保険料に充当す

るのではなく、あくまでも分割納

付による自主納付をいただくよう

努めているところでございます。 

 続いて、資格証についてでござ

います。本市の資格証の交付につ

きましては、法令に規定がござい

ますが、本市の資格証交付までの

流れとしましては、まず納付相談

の勧奨通知による催告、土曜日や

開庁時間外での電話催告、戸別訪

問などにより、対象の方との接触

に努めているところでございます。

実際の交付までには特別の事情の

届け出の勧奨通知の発送を経て、

弁明書の届け出の勧奨通知など、

丁寧な対応を行う中で、最終的な

措置として機械的な運用を行うこ

となく個別事情に最大限配慮した

中で運用しているところですが、

残念ながら交付する方も出てまい

るところでございます。 

 続いて、統一化でございます。

資料にございますように、法に基

づき、国は都道府県化を進めると

いうことが示されております。大

阪府は、府内の統一化ということ

で、ご質問の中にございました。

その中で、先ほど申しましたが、

改革後ということで、国保の運営

方針を定めることと国のほうで示

しております。 

 大阪府に限らずでございますが、

県内の統一的方針ということで、

いわゆる統一的な方針を定めなさ

いという形で、国は示しておりま

す。その中で、大阪府は、先ほど

も申しましたとおり、調整会議を

行う中で、統一的な方針として現

在、運営方針の骨子をまとめてい

る段階となっております。 

 続いて、ワーキング・グループ

の選出方法でございます。ワーキ

ング・グループの選出方法につき

ましては、特段、何か摂津市に働

きかけがあったというわけではな

く、一本釣りと申しますか、北摂

でいえば大阪府が茨木市と豊中市

をワーキング・グループに選出し

ております。人口規模というとこ

ろを考えておられるのかもしれな

いですが、そういった部分で選出

されております。 

 ガイドラインの骨子についてで

ございます。目的、根拠というと

ころでございます。国におきまし

ては、この先ほど申し上げました
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大阪府国民健康保険運営方針骨子

案、これは、大阪府が独自につく

ったというものではなく、法に基

づいて運営方針を定めなさいとい

うことで国のほうが通知をしてお

ります。 

 その中で、国においても平成２

８年４月に都道府県国民健康保険

運営方針の策定についてというこ

とで、策定要領というものを出し

ており、都道府県の運営方針の必

要性、連絡会議の開催と市町村へ

の意見聴取等が、策定までの流れ

として示しているところでござい

ます。 

 また、主な記載事項としまして、

国民健康保険の医療に要する費用

及び財政の見通しや市町村におけ

る保険料の標準的な算定方法に関

する事項、保険料の徴収の適正な

実施に関する事項、保険給付の適

正な実施に関する事項、医療費の

適正化の取り組みに関する事項な

どガイドラインで示しておるとこ

ろでございます。 

 その中で、大阪府の考えとして

一番大きなものとしては、法定外

繰り入れの考えのところと、保険

料の統一、料率の統一です。こう

いったところが大阪府独自的な考

えではないかと考えているところ

でございます。 

 続いて、北摂市長会で要望を出

した経過というところでございま

す。こちらにつきましては、平成

２８年１１月に平成２９年度大阪

府施策に対する要望という形で、

国保主管課としまして提出させて

いただいたところでございます。

これまでも出させていただいてい

るところではございますが、平成

２８年度につきましても、北摂の

市町村の国保担当課とも協議する

中で、内容について協議させてい

ただいて、上げさせていただいた

ところでございます。 

 続いて、試算についてでござい

ます。試算の状況につきましては、

昨年の秋に国が都道府県に試算シ

ステムというものを配付し、全国

的に試算が進められているところ

でございます。大阪府におきまし

ても、市町村から試算に必要なデ

ータを集め、作業が進められてい

るところでございますが、全国的

に基礎データのばらつきやシステ

ム機能の改善が必要となるなど、

課題が生じたことから、改めて試

算を行うこととなっております。 

 予定としましては、２回目の試

算が現在進められているところで

ございます。２月末から３月には

一定の結果が示されるものではな

いかと大阪府のほうから伺ってい

るところでございます。 

 なお、２回目の試算につきまし

ては、現行制度のもとで平成２９

年度の保険料についての試算とな

りますことから、２回目の試算結

果をもとに、また夏ごろ、今度は

新制度の財政調整の仕組みを踏ま

えて試算を行うという流れとお聞

きしております。 

 来年の夏ごろの３回目の部分に

おいて、また３０年度から新たに

財政支援の拡充というものがござ

いますので、それを含めた形で３

回目をされるということですので、

実際のところ、２回目については

そういった部分が加味されており
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ませんので、大体平成３０年度統

一化になったときの試算、水準と

いうのを図るに当たっては、３回

目の試算のところがある程度の水

準として見ていいものではないか

なと考えております。 

 以上でございます。 

○上村高義委員長 増永委員。 

○増永和起委員  それでは、２回

目の質問をさせていただきます。 

 まず、２０１４年度、２０１５

年度の決算ですけれども、見込み

が違ったと、黒字であったと、い

ろんな材料はありますけれども、

黒字になったということは事実だ

と思います。もちろん、予算です

ので、あくまでそういう見通しで

始めたけれども、最終的な決算が

違ったと、こういうことはあると

思います。それについて、じゃあ

どうするのかという話です。 

 １億７，０００万円ほどの金額

を２０１６年度に累積の利益とし

て、利益といいますか、黒字とし

て送り込んだわけですけれども、

この予算の中ではトントンであっ

たはずの金額が黒字となり、それ

を送った、この金額のもとになる

この市民への保険料の値上げです

ね。これ、両方足すと１億２，０

００万円ちょっとぐらいになると

思うんですけれども、この１億７，

０００万円から返すということを

考えられないのでしょうか。 

 返すというか、もう引き上がっ

たものはずっと引き上がりっぱな

しで、２０１６年度、料率据え置

きということはしてもらいました

けれども、２年前と比べると、そ

れだけ大きな金額が値上げになっ

てるままなんです。２年前に保険

料を戻すということをぜひやって

ほしいというのが、この請願の趣

旨だと思うんですけれども、それ

についてどうお考えかということ

と、そして、保険料率については、

戻すというようなことをされずに

そのまま、値上げをしたままの金

額で２０１６年度行ってはるんで

すけれども、５，０００万円弱で

すかね、この金額を一般会計の法

定外繰り入れ、保険料の軽減分と

して今まで入れておられた分を、

これは黒字になったからか、マイ

ナスになっております。 

 市民にはそのままの負担を強い

て、市の一般会計の繰り入れは減

らすというような措置を２０１６

年にとっておられるんですが、ま

ず、市民に上げた保険料を元に戻

すということをされるべきではな

いかと思いますが、両方やっても

ちゃんと黒字の中でお金、大体お

さまると思いますのでね。両方や

ってもできると思いますので、市

民のほうの負担を元に戻すという

のはいかがお考えかということに

ついてお聞きをします。 

 それから、法定外の内訳を教え

ていただきました。法定外繰入と

いうのは、単に赤字解消分ではな

いと、赤字解消分として入れてい

たのは、平成２６年度のみで、あ

との３年間のうち、２年間という

のは、赤字の解消分として法定外

の繰り入れを入れているわけでは

ないということですよね。 

 国が問題視しているのは、この

赤字解消のための繰り入れという

のはよくないよということを言っ
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ていると思います。政策的な繰り

入れ、これについては、国はガイ

ドラインの中でも、それが悪いと

は言っていません。これは、やめ

るべきやとは言わないということ

をはっきりさせています。 

 条例で、各市町村が独自でつく

っている減免のためのお金である

と、先ほどから出てますけど、一

部負担金、この減免のためのお金

であるとか、特定健診のためのお

金であるとか、また、私たちは、

保険料軽減のために市が政策的に

入れているものというのもここに

入ると思っているんですけれども、

大阪府は、こういうためのお金と

いうものを全部認めないと言って

るわけですけれども、本来的には、

国の制度の改正趣旨からいくと、

ここは認められてしかるべきもの

だということも申し述べておきま

す。 

 それから、保険料減免、それか

ら、一部負担金の減免のことにつ

いて、摂津市は、府下と比べて決

して悪くない制度で頑張っている

というお話だったと思います。私

たちも、決して府下と比べて悪い

などとは思っておりません。さら

に拡充をしてほしいということは

願っておりますけれども、では、

今おっしゃった府下の中でも、決

して悪くない水準のこの減免制度

ですね、これについて、現在の水

準、これからも守っていこうとお

考えかどうか、ぜひお聞かせいた

だきたいと思います。 

 それから、条例減免、今どれぐ

らいの方が受けておられるのか、

また、一部負担金の減免制度もど

れぐらいの方が利用されておられ

るのか、去年の数字がわかれば教

えていただきたいと思います。 

 それから、滞納処分についてで

す。やみくもな滞納処分を行って

いるわけではないというお話だっ

たと思います。市民の実情に寄り

添った相談をしていただいている

ということは、私たちもそう評価

をしております。一時期はかなり

厳しい滞納処分、取り立て、差し

押さえをやってきた実態もありま

したけれども、今はしっかりと寄

り添っていただいていると思って

おります。 

 では、収納率の向上というのも

努力されてると思うんですけれど

も、そういう厳しい差し押さえと

か、無理やりな取り立てではなく、

収納率の向上というのをどういう

ふうに努力をされているのか、こ

れについてお聞かせ願いたいと思

います。 

 資格証についても、市民の実情

をしっかり把握していただいて、

できるだけ資格証ではなく、短期

証に切りかえるような特別な事情

がないのかとかいうようなことも

しっかりと考えていただいてて、

私は、以前お聞きした中では、レ

セプトの点検もして、病気のある

人が世帯にいてたら発行しないよ

うにとか、非常にきめ細やかな対

応をしていただいている、その中

で摂津市は、資格証の発行数が府

下の中でも少ないと理解をしてお

ります。 

 先ほど、子どもの資格証の問題

がありましたけれども、その中で

２０人という数字が出てまいりま
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した。しかし、摂津市は、そのと

きに要綱をつくっておりまして、

公費負担の医療を受けている方々

は、資格証を発行しないというこ

とになっていましたので、その当

時の乳幼児医療費は、公費負担で

すので、ゼロ歳から就学前までの

子どもたちは、そもそも摂津市で

は資格証になっていなかったんで

すね。小学校以上から１９歳まで

の子どもたちの中に、２０人もい

てたということを問題にしたと。 

 公費医療ですから、障害者の方

とか高齢者の方とか、いろんな方

がそもそも資格証明書の発行の対

象外という規定をきちんと要綱を

つくって設けてきていたという、

そういう資格証発行をできるだけ

しない、医療にかかれない人をで

きるだけつくらないという努力を

されてきたということは、十分認

識をしてきております。 

 このそういう特別な摂津市の要

綱などを、府内統一化になった場

合つくれるのかどうか。同時期に

茨木市で子どもの医療費の資格証

のことで調査をしたところ、ゼロ

歳から１９歳までで３００人を超

える子どもたちの数字が挙がって

きたんです。その当時、茨木市は

ゼロ歳から発行してたんです。こ

れは、さっき言った摂津市のよう

な特別な要綱をつくっていなかっ

たからなんですね。 

 同じ北摂の市町村でも、それぐ

らい違いが出てくるわけですけれ

ども、府内統一化になったときに、

資格証発行について、そういう摂

津市の要綱というようなものがつ

くれるのかどうかについてお聞き

をしたいと思います。 

 それから、府内統一化の問題に

ついて、引き続きですけれども、

先ほど、国民健康保険法としては、

都道府県化ですから、法的には財

政が都道府県で、資格管理、保険

給付、料率の決定、賦課徴収、保

健事業等、こういう地域の事業は

市町村であるということです。そ

の中で、国保運営方針というもの

をつくるに当たって、その国保運

営方針の中で大阪府はそれを全部

統一しようという話をされている

ということでした。 

 しかも、その運営方針で全部統

一しようというのをどこで誰が決

めているのかというと、一本釣り

をしてきたワーキング・グループ

の中で話は続けられているんです。

北摂の市長会からも、そういう人

たちだけじゃなく、全体の市町村

の意見を聞いてほしいというのを

要望書として出されていると思い

ます。 

 ということは、大阪府下全体の

合意になってないわけですよ、府

内統一化ということは。法的な根

拠もありません。運営方針をつく

らなあかんというのは、もちろん

国で決めてることですけれども、

その運営方針の中身は勝手につく

ってる。 

 全市町村を集めて、みんなで一

緒にやりましょうと合意したんな

ら、それは、運営方針の中で合意

をしましたということで通るでし

ょう。しかし、それぞれの代表が

出されているわけでもない、一本

釣りをしてきたチームでそういう

ことを勝手に話をして進めている。
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これに対して、摂津市として、や

っぱり北摂の市長会を通じて全体

の意見を聞くようにとおっしゃっ

てるわけです。 

 私は、やっぱりこういうことを

どんどん言っていただかないとい

けないなと思います。そこの中で

決められたことが次々と決まって

いくということでは、本当に困る。  

 しかも、一番肝心なシミュレー

ション、料率の問題については、

全国の都道府県が大体出そろって

きているにもかかわらず、摂津市

はいまだに出されない。２月の末

ごろということですか、１回目が。

それもまだあやしいですよね。は

っきりしていないです。 

 先ほどのお話では、７月、８月、

夏ごろに最終的な３回目のシミュ

レーションが出る、そこで保険料

率、国保料が一体どうなるのかと

いうことが決まるということなん

ですが、大阪府の出しているスケ

ジュールというものがあります。

これに大幅に遅れていると思うん

ですけれども、本来ならば、もう

大阪府の国民健康保険の運営協議

会が行われて、でき上がっており

ます。そこで会議を料率に基づい

て１２月ごろに行われる予定だっ

た。ところが、これもずれ込んで

行われていない。今までのスケジ

ュールでは、市町村に対して国保

運営方針のたたき台を３月ごろ、

出される計画なんですかね。 

 市町村の意見聴取を４月や５月

ぐらいにかけて行って、最終的に

７月、８月のころには、国保運営

方針案について決定をしていく。

つまり、はっきりした国保料が出

てくるというのは、この８月の段

階、７月、８月の段階。保険料が

出てくる段階にもう運営方針決定

というようなことになっていく。

このスケジュール、シミュレーシ

ョンが遅れているからといって、

後ろへ遅らせることは可能なのか

どうか。 

 大阪府でないので、きちんとこ

こで答えることができないとおっ

しゃるかもしれませんが、今まで

の大阪府のやり方を見ていての見

込みで結構です。お尻が決まって

るのに、ずるずるずるずる、判断

すべき材料を出さずに来ているけ

れども、最終的に出したと同時に

決めるみたいなことになり得るの

かどうかお聞かせいただきたいと

思います。 

 そこまで、２回とします。 

○上村高義委員長  答弁を求めま

す。 

 安田課長。 

○安田国保年金課長  それでは、

２回目のご質問にご答弁させてい

ただきます。 

 まず、１点目、１．７億円の黒

字についてでございます。市民に

返すという考えというところでご

ざいます。 

 確かに、平成２７年度決算にお

きまして、約１．７億円の黒字と

なったところでございます。しか

しながら、国保の特別会計につき

ましては、翌年度精算、翌々年度

精算というものが多数ございます。

その中で、平成２７年度の黒字の

一つの要因としまして、医療費の

伸びが非常に鈍化したという部分

について、決算委員会でもご説明
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させていただいたところでござい

ます。 

 しかしながら、平成２８年度に

入りまして、こちらにつきまして

は、高額医薬品の影響ということ

云々がある等、いろいろとご報告

させていただいたところでござい

ます。平成２８年度におきまして、

やはり医療費の伸びが非常に、本

市のみならず、他市も伸びている

ということで、給付費や共同事業

といった部分で、かなりの拠出と

か歳出の伸びが出て、１２月にお

いては高額医療費の補正もお願い

したところでございます。 

 その一部については、この１．

７億円を活用させていただいて、

歳入の財源とさせていただいたと

ころでございます。 

 また、次の議会ではございます

が、毎年度３月に国庫の返還金と

いうものが出てまいります。現時

点におきましても、６，０００万

円ぐらいの返還が見込まれており

ますので、現時点でいいますと、

この黒字が、返すというところで

言いますと、国に返すという形で

流れてしまっているという状況と

なっております。 

 ２点目の、市民に返すという部

分で、料率を何とか引き下げられ

ないかというところでございます。

保険料につきましては、私どもも

何とか努力はしているところでご

ざいますが、高齢化に伴う医療費

の伸びに加えて、後期高齢者支援

金、介護納付金、こういった部分

の伸びが非常に大きくなっており

ます。 

 国におきましても、財政支援の

拡充等を行っておりますが、一定、

その分については応分の負担をし

ていただかなければいけないとい

う状況となっております。繰り入

れにつきましても、平成２８年度、

４，８００万円削減させていただ

いたところでございます。 

 こういった部分につきましても、

国保に入っておられない方も、市

民と考えますと、国民健康保険に

だけ法定外の繰り入れをふやして

いくということは、やはりなかな

か厳しいのではないかと。 

 平成３０年度については、国保

財政支援というのが１，７００億

円、さらに行われることとなって

おります。ここにつきましては、

もともと被用者保険のほうに投入

されておりました国庫の財源を国

民健康保険のほうにシフトされる

ということとなっております。 

 その中で、被用者保険のほうに

投入されていた財源については、

逆に被用者保険側が負担増となっ

てくると。そういった中で、被用

者保険側の負担の増が国庫を介し

て国民健康保険のほうに投入され

ているという中、これ以上の法定

外の繰り入れをお願いするのは、

なかなか厳しいものであると考え

ております。 

 減免についてでございます。保

険料の減免の拡充、守っていこう

という考えというところでござい

ます。独自の減免制度を拡充とい

うところで、ご要望いただいてい

るところではございます。 

 先ほども申しましたとおり、保

険料の減免につきましては、災害、

病気、失業等の特別な事情により
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保険料の支払いが困難となった方

に減免として対応させていただい

ているところでございます。 

 その中で、低所得者の方につき

ましては、保険料の軽減措置とし

まして、世帯の所得に応じて７割、

５割、２割の減額、法定軽減とい

う制度はございます。平成２６年

度には、国における５００億円の

財政規模によって保険料の軽減制

度の拡充が実施されたところでご

ざいます。これによりまして、一

定、低所得者の方の保険料の負担

の緩和が図られたのではないかと

考えております。 

 本市におきましては、軽減制度

の拡充によりまして、平成２６年

度には、軽減制度の適用対象世帯

数が約７００世帯、１，６００人

が増加するなど、減免申請件数を

上回る規模での拡充となるなど、

一定、低所得者の世帯や多人数世

帯の負担の緩和は図られたのでは

ないかと考えております。 

 そんな中で、先ほど、北摂の市

長会の要望等もございましたが、

さらなる法定軽減の拡充について

も、こちらは大阪府の市長会を通

じて要望しているところでござい

ます。 

 続いて、減免と一部負担金減免

の件数の部分でございます。平成

２７年度実績で申し上げますと、

保険料の減免件数が４３１件、一

部負担金減免の申請件数が５３件

となっております。 

 続いて、収納のほうは収納担当

からさせていただきます。 

○上村高義委員長  大西課長代理。 

○大西国保年金課長代理  それで

は、私のほうから、収納率向上に

向けた努力と資格証の取り扱いに

ついて、統一化になった場合どの

ようになるかというご質問につい

てご答弁をさせていただきます。 

 まず、資格証の統一化になった

場合、今現在、私のほうから断定

的なことは申し上げられませんが、

多分、平成２０年だったと思われ

ますけれども、厚生労働省のほう

から、資格証発行に関する留意点

の通知が来ております。 

 その中で、資格証の発行につい

ては、機械的な運用は行わないよ

うにと通知も来ておりますので、

仮にこれが統一化になった場合、

今のところ、統一化になったから

といって、機械的な運用で資格証

の発行を行うことは考えられない

のではないかなと考えております。 

 収納率の向上に向けた努力につ

きましては、以前も決算委員会の

ほうでもご答弁させていただきま

したけれども、今、滞納のある方

で、窓口の納付相談に何回も来て

いただいている方もいらっしゃい

ますけれども、そのたびに相談を

聞く職員がかわっていますと、以

前、お話しした部分と、こちらが

お話しさせていただいている部分

が、食い違っているときもたまに

ございます。そういった部分から、

できるだけ同じ担当で同じ方のご

相談を聞くようにしております。

その中から、何回かお話ししてい

るうちに、そのご家庭の収支につ

いてもいろいろお話をさせていた

だいて、やはり少し収支の見直し

のアドバイスであったり、または、

中には多重債務に陥られている方
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もいらっしゃいますので、そうい

った方に対しての多重債務の整理

へのアドバイスとかを行わせてい

ただきまして、自主納付につなげ

る努力をしているというのが今、

私どもがとっています収納率向上

に向けた努力ということになって

おります。 

 以上でございます。 

○上村高義委員長 安田課長。 

○安田国保年金課長  済みません、

１点、収納関係についての統一化

の部分でございますが、先ほど骨

子のほうでお配りいたしておりま

す共通基準という２ページのとこ

ろで、府内の共通基準の設定とい

うところで、府内統一化の部分が

記載されております。その中にお

きまして、特に収納の資格証を統

一的な運用にするといった部分は

まだ示されておりません。 

 また、７ページのところにおき

まして、保険料の徴収の適正な実

施という記載がございます。そう

いった部分におきましても、特に

資格証等、統一化するというよう

な、当初、そういった話もござい

ましたが、最近の情報では、資格

証について統一的な基準を設ける

ようなことはお聞きしておりませ

んので、ここについては、これま

でどおりの運用が可能ではないか

なと考えております。 

 最後に、今後のスケジュールの

ところでございます。委員がおっ

しゃるとおり、スケジュールが、

大阪府・市町村国民健康保険広域

化調整会議で示されております。

１２月には運営協議会を開催とい

うスケジュールで年度当初に示さ

れておりましたが、どうもこちら

も大阪府のほうに、現状を聞いて

いる中で、やはり１回目の試算が

なかなかうまくいかなかったと。

これは大阪府に限らずということ

なんですが、２か月ぐらいはずれ

込むのではないかとお伺いいたし

ております。 

 それで、最終的には、改正国民

健康保険法による市町村への意見

聴取、これは必ず行っていただか

ないといけない部分となっており

ますので、これを飛ばして確定と

いうことはないとは思いますが、

時期としては予定から２か月ない

し３か月ずれ込むのではないかと

いうようなお話となっております。  

 以上でございます。 

○上村高義委員長 増永委員。 

○増永和起委員  それでは、３回

目の質問ですけれども、いろいろ

さまざま項目がありましたけれど

も、最後の質問は一つに絞ります。

都道府県化ではなくて、府内の統

一化で、摂津市はメリットがある

のか。摂津市としてのメリット。

また、摂津市民のメリット、これ

についてどうお考えかお聞かせく

ださい。 

○上村高義委員長 安田課長。 

○安田国保年金課長  最後に摂津

市としてのメリット、摂津市民と

してのメリットというところでご

ざいます。まず、大きな部分とし

ましては、実際のところ保険料の

負担がどうなるのかという部分が

メリットとしての一番大きなとこ

ろではないかなと考えております。  

 保険料の負担につきましては、

水準というところは見えてきてお
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りません。しかしながら、こちら

については、法に基づいて国保が

都道府県化になると、その中で、

大阪府の独自的な考えで保険料の

統一化、料率の統一をしていこう

というような検討が進められてい

るところでございます。 

 保険料に限って申し上げます。

保険料の算定の方法の仕組みで申

しますと、これまで市単位でやっ

ていた場合、市で必要な額を市町

村の被保険者で負担していただく

という仕組みになっておりました。

広域化により、都道府県で必要な

額を市町村間で負担し合う仕組み

が加わるという形になります。こ

こにつきましては、法的な話にな

ってきますので、統一化とは別の

問題となっております。 

 その中で、国におきましては、

都道府県で必要となる保険料、被

保険者数と所得水準を基本に年齢

補正後の医療費水準、こちらを加

えて市町村相互で分担する仕組み

というものを基本的に考えており

ます。 

 大阪府では、医療費水準の差が

非常に小さいというところから、

医療費水準を反映させないで、所

得と被保険者数のみで負担を分か

ち合うという仕組みで、これが統

一化という仕組みとなるわけでご

ざいます。大阪府は医療費水準を

反映させないという考えが大きな

違いでございます。 

 本市の場合ですが、保険料の水

準の引き上げとなる場合の大きな

要因としましては、国保の被保険

者の所得水準に関しましては、大

阪府内では高い位置にございます。

そういった部分で引き上げとなる

要因が一つございます。また、保

険料抑制のための法定外繰り入れ

を行っている、この２点が保険料

が引き上がる要因として考えられ

ます。 

 この２点につきましては、大阪

府が考える統一化、統一料率の有

無にかかわらず、国がいわゆる医

療費水準を入れるか入れないかと

はまた別の問題になってまいりま

すので、こっちについては、大阪

府、国、どちらの仕組みであって

も影響は摂津市にとって出てくる

ものと考えております。 

 参考で申し上げますと、大阪府

が今進めております医療費水準を

反映しない統一料率の仕組みです

ね。こちらの場合におきましては、

平成２７年度以降、平均値が変動

する可能性はございますが、平成

２５年度、平成２６年度の実績値

だけで見た場合、大阪府が出した

資料でございますが、本市の場合

は医療費水準が府内の平均を上回

っております。そのため、医療費

水準を反映しない大阪府の仕組み

のほうが、平成２５年度、平成２

６年度の実績だけを見ますと、負

担は抑制されるということになっ

ております。 

 その他、保険料以外にとっても、

やはり減免というところが私ども

の大きな部分になっております。

先ほど、骨子の中でいろいろ共通

基準がございましたが、影響が出

るのが保険料水準と減免という部

分になっております。 

 減免につきましては、先ほども

申しましたとおり、まだ現時点で
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は基準が決まっておりません。こ

こについては、私どももこれまで

の対象者が外れないような設定と

なるように、これまでも会議等で

意見を出させていただいていると

ころでございます。 

 また、大阪府・市町村国民健康

保険広域化調整会議の議事録等を

見ましても、さまざまな市町村か

ら、やはり減免については配慮す

るようにといった記録が残ってお

ります。引き続き、基準設定に当

たっては、減免の丁寧な対応にな

るような形で設定いただくように

意見は申していきたいと考えてお

ります。 

○上村高義委員長 増永委員。 

○増永和起委員  ありがとうござ

いました。保険料の金額を決める

ために、摂津市が不利益になると

ころと利益になるところというこ

とで、メリット、デメリットのお

話をいただいたと思うんですけれ

ども、所得的に、大阪府下的に見

ると、国民健康保険の中では高い

ほうなので、保険料が引き上がる

んではないかということがある。

保険料軽減のために、法定外繰り

入れもしっかり入れていただいて

るので、それを外すとなると引き

上がるんじゃないかと。医療費は、

割とかかってるほうなので、その

医療費部分だけで見ると、そのラ

ンクでは下がるんじゃないかとい

うようなお話だったと思うんです

けれども、このプラス部分とマイ

ナス部分と両方がっちゃんこして、

果たして摂津市は保険料が今より

も上がるのか下がるのかというこ

とになると、大幅に上がるのでは

ないかという見込みが立つと思い

ます。 

 先ほど言われた保険料が引き上

がる要因としての法定外繰り入れ

をなくして、そして計算するとど

うなるかというのを試算をした分

があります。これは、日本共産党

の府議会議員団の試算ですけれど

も、摂津市は、１万４，５７５円

引き上がるという数字が出ており

ます。 

 これは、単独にそこそこの市で

出されているものでありますけれ

ども、大阪市は、法定外繰り入れ

をやめると、１万６，７８７円引

き上がるという数字が出てるんで

すけれども、大阪市の市民が引き

上がるだけではなく、大阪市の大

きな法定外繰り入れをやめること

は、大阪府下の市民の国保料を引

き上げるということにつながるわ

けですよね。 

 全ての大阪府下の市町村が、法

定外繰り入れをやめることになる

ならば、それは国民健康保険の加

入者たちのみんなの頭割りで行わ

れていくわけですから、摂津市が

引き上がるというだけではなく、

大阪府下の国民健康保険料全てが

引き上がっていくということにつ

ながっていくんだと思います。決

して、医療費がよそよりちょっと

かかっているから、下がるかもと

いうような見通しは立てられない

のではないかなと思います。 

 今、先ほどのお話は、分担金の

お話で、摂津市のメリット、デメ

リットおっしゃってましたが、市

民のメリットがあるという話は一

つも出てきませんでした。減免そ
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の他も含めて、市民に最も摂津市

として頑張っておられるところが、

府内統一化になるとできなくなる

というところにつながると思いま

す。 

 それから、医療費に関しても、

今、一生懸命健康増進を図られて、

医療費が増大しないようにという

ことで、市として取り組んでおら

れます。健康都市として頑張ろう

としている、そのときに、医療費

を頑張っても、それが国保料に全

くつながらないんだと、そこは見

ないんだよというような、インセ

ンティブの働かない制度だという

ことについても、北摂市長会でこ

れではあかんの違うかという意見

を上げておられるということも、

もっともっとぜひとも言っていた

だきたい。頑張ったところは安く

できる制度にしてよと、保険料の

統一はやめろということを、ぜひ

言っていただきたいなと思います。  

 以上です。 

○上村高義委員長  増永委員の質

疑が終わりました。 

 他にございませんか。 

 嶋野委員。 

○嶋野浩一朗委員  冒頭に紹介議

員を代表されまして、安藤議員が

いろいろと今回の請願についての

ご説明をされて、その後に、安田

課長から、今の大阪府が考えてい

る統一化のことについて、今現在

の骨子といいますか、方針をご説

明をいただきまして、このまま請

願だけを見ていると、正直、私、

何かばらばらというか、なかなか

統一的なというか、自分自身の考

えがまとまってないところがあっ

たんですけれども、きょうの委員

会を通じて、いろいろとお話をお

聞かせいただいて、私なりに今ま

でわからなかったところも明らか

になってきたなと思っておるんで

すけれども。 

 まず、国民健康保険のいわゆる

広域化ですよね。都道府県化とい

うことについては、これはもう国

で定めたものであるので、これは

もう、それで行くんだと。その中

で、大阪府は、保険料の統一化と

いうことを含めた、府内の統一化

というところを目指して、いろい

ろと今、つくっておられるんだと

いうことです。 

 以前、国民健康保険の広域化と

いったことが議題に挙がってきた

ときには、例えば、大阪府内の市

町村を見たときに、それぞれの市

町村で高齢化率といったものが相

当しんどいよねと。そういったこ

とをやはり是正していかないかん

ということで、今までの市町村と

いうことではなくて、少し広い範

囲で国民健康保険といったものを

とらえていくべきじゃないのかと。  

 まずそこがある中で、そのこと

によって、例えばいろいろな市町

村における事務についても、広域

化をすることによって効率化でき

るといったことがあったのかなと

思っておりまして、私は基本的に、

統一化ということについては、基

本的に賛成というか、そうあるべ

きなんだろうなとは思っておりま

す。 

 ただ、安藤議員もおっしゃって

おられましたし、増永委員も質疑

の中で述べておられましたけれど
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も、北摂の市長会からいろいろな

意見が出てるんだと。それは、今、

ワーキング・グループをつくって、

作業を進めておられる中で、それ

ぞれの市町村、今、苦労して国民

健康保険を運営しておられるわけ

ですよね。そういった努力である

とか、あるいはそれぞれの市町村

の実情が、なかなか見えてこない

ような、市民の方と直に触れ合っ

ている市町村だからこそわかるよ

うな、肌感覚のところをもっとも

っとしっかりと意見として聞いた

上で統一化をしてくれるってこと

については、私も賛成できるとこ

ろがありますので、ぜひそういう

ことについては、担当課としても

そういう方向で努力をしていただ

きたいと思っております。これは、

我々としても賛同というか、そう

いうことについては、誰も異論を

唱えるものではないのではないか

なと思っております。 

 そういう前提の中で、少し何点

かお聞かせをいただきたいと思い

ます。 

 まず、法定外の繰り入れのこと

なんですけれども、平成２５年度

から平成２７年度の本市での経年

の推移を安田課長からお示しをい

ただきました。今の社会的な状況

を考えると、法定外繰り入れが少

しずつ減ってきていると。少しか

どうか、じゃないかもしれません

が、削減されているという方向は、

これはいたし方ないのかなという

ように思っておりますし、今後の

社会的な状況を考えたときには、

非常に法定外で繰り入れるという

ことは、制度としては可能なのか

もしれないけれども、難しいなと

は思っております。 

 その中で、国の方針として、赤

字解消のための法定外繰り入れは、

これは認めないんだと。ただ、政

策的な法定外の繰り入れについて

は、一定、認めていくというか、

そこまで否定をしないというよう

なことなのかなと思いますが、し

かし、先ほど申し上げた今の社会

的な状況、これは別に大阪府だけ

の話じゃなくて、以前、一般質問

の中でも申し上げましたけれども、

２０２５年問題ということがある

わけですよね。 

 今から約１０年後には、おおよ

そ国民の５人に１人の方が７５歳

以上になるというようなことを考

えたときに、本当に制度として政

策的な法定外繰り入れは認められ

たとしても、じゃあ、実際の保険

の運用とか、今後、持続の可能性

とか考えたときに、できるんだろ

うかということについては、やは

りしっかりと見ていかなあかんの

かなと思います。 

 こういったことについて、法定

外の繰り入れということについて、

大阪府の方針は示されておるんで

すけれども、その他の都道府県に

ついて、何かお考え等について、

今、示されているところがあるの

か、おわかりのところがあれば、

少し参考までにお聞かせをいただ

きたいと思います。 

 それと、保険料のことなんです

けれども、先ほど、もし統一化さ

れたときには、摂津市の保険はど

うなるんだというお話がありまし

たよね。医療費水準で見ると、摂
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津市は高いのでということがあり

ました。 

 その反面、国民健康保険に加入

をされている摂津の市民の方の所

得は、比較的高いんだというとこ

ろがあって、ここは正直、どうな

るのか私はわからないのかなとは

思っておりますが、ただ、仮に、

市町村が独自に保険者となって保

険を運用していくとなった場合に

は、保険料が上がっていくんだろ

うなと思っております。 

 そこと比較した中で、統一化も

どうなのかといったことを、私は

判断をしていかないかんのかなと

思うんですよね。恐らく、これは

データ的なことがあって、肩透か

しになってしまうので、お示しは

できないのかもしれませんけれど

も、もし、そこら辺のことで、府

内統一化された場合、あるいは、

市町村独自でこれを続けていった

場合、どういった違いが出てくる

のか、もし何かその考えのところ

があるならば、少しお聞かせをい

ただきたいと思います。抽象的な

話で申しわけないんですけれども、

お願いをしたいと思います。 

 それから、請願の趣旨のところ

で触れておられるんですけれども、

平成２７年度の決算のことについ

てなんですけれども、趣旨の中で

は、支援金という表現をされてお

られますけれども、これは財政支

援の拡充部分がございますよね。

平成２７年度について、ついこの

間、決算がされたばかりなんです

けれども、この財政支援の拡充分

の使い道、使い方ですよね。これ

が一体どのような形で使われてい

たのか、少し確認の意味でお聞か

せをいただきたいなというように

思います。 

 以上で、お願いいたします。 

○上村高義委員長 安田課長。 

○安田国保年金課長  それでは、

嶋野委員のご質問についてお答え

させていただきます。 

 先ほども増永委員の質疑の中で

法定外の繰り入れの話でいろいろ

と数字を挙げさせていただきまし

た。繰り入れをご説明をさせてい

ただくに当たって、やはり全体の

繰入額もご報告をさせていただい

たほうがいいのかなと思います。 

 平成２５年度決算で事務費等も

含んでおりますが、１０億９３７

万８，６８１円、国民健康保険へ

の繰り入れを、法定外を含めて入

れていただいております。平成２

６年度決算、１０億４，０２０万

４８４円、平成２７年度決算です

ね、１１億９，６１０万５，４２

０円、平成２７年度、非常に繰入

額がふえております。法定外は、

ほぼ変動はございません。 

 これにつきまして、収支のとこ

ろに飛んでしまうんですが、平成

２７年度、財政支援の拡充が行わ

れました。これについては、やは

り、国民健康保険の広域化ですね、

国において国民健康保険の広域化

が平成３０年度に行うと、その前

にまずは財政支援を拡充していこ

うと。 

 要は、都道府県化単位で運営す

るだけでは、国民健康保険はもち

ませんので、財政支援の拡充をセ

ットにやっていこうと、その中で、

先行的に平成２７年度行われたと
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いうことになっております。そう

いった部分で、平成２７年度、繰

入額が大幅に増加したこととなっ

ております。 

 そういった中で、順番飛びます

が、平成２７年度決算においては、

やはりこの財政支援の拡充、予算

の段階で拡充されるという情報が

入っておりましたので、その部分

を含めた上で、保険料算定を行っ

ております。収支にございますよ

うに、累積赤字の穴埋めというこ

とで、収支のほうは記載はされて

おりますが、ここにつきましては、

この財政支援の拡充も含めて、保

険料を算定した上で活用といいま

すか、赤字の穴埋めではなく、あ

くまで保険料の抑制のために活用

させていただいたところでござい

ます。 

 赤字に関しましては、繰り返し

申しますが、国・府の努力分とし

ての、違った部分の交付金、これ

が黒字の要因として挙げられてい

るものでございます。ここも決算

で申し上げましたけども、国の交

付金というのは必ずもらえるもの

ではなく、府内で上位１５保険者

ですね、この部分にしかもらえま

せんので、これはあくまでも当初

予算では計上することはできませ

んので、こういった部分は赤字解

消の活用とさせていただいたとこ

ろでございます。 

 最初の質問に戻らせていただき

ます。法定外繰り入れの削減の部

分でございます。確かにここにつ

きましては、国と府が示している

部分と違いはございます。国では、

保険料の減免、一部負担金の減免

については、削減すべき対象とは

しておりません。府のほうでは削

減すべき対象としております。 

 その中で、保険料抑制に関して

の法定外繰り入れ、ここについて

は、国、府ともに削減を目指すと

しております。そういった部分で

は、保険料水準といいますか、府

だからここがなくなるというわけ

ではなく、国の考えであっても、

この部分の保険料水準の引き上げ

は避けられないものと考えており

ます。 

 それと、他の都道府県の繰り入

れの状況でございますが、ここに

ついては、私ども今、情報等はつ

かんでおりません。国の示してお

る状況で、先ほど申しましたとお

り、繰り入れについてはそういっ

た部分が違ってきますので、他の

都道府県がそこをどういった形で

統一的な基準をつくられるかとい

うところになってくると思います。  

 保険料の水準でございます。市

独自の場合であっても上がる、こ

こはもう、冒頭申し上げましたと

おり、医療費が年々やはり高齢化

に伴い上がっております。国民健

康保険の被保険者はどんどん今、

人数が減っていっております。後

期高齢者については、どんどんふ

えていっております。後期高齢者

の方は、１人当たりの医療費は約

１００万円かかると言われており

ます。 

 その中で、その後期高齢者の医

療費の４割を現役世代が支援する

形で拠出しております。それを考

えますと、支援される後期高齢者

の方がふえていく中、やはり支援
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する現役世代がどんどん減ってい

く、やはり仕組みで申し上げます

と、保険料の水準は、市単位であ

ろうが、広域化になろうが、これ

はもう避けられないのではないか

なと考えております。 

 そんな中で、国民健康保険とし

てこれまで市単位の運営をする中

で、小さい市町村においては、高

額な医薬品等が発生しております

が、そういった方が多数出られた

場合に、医療費が一気に上がりま

す。そういった場合、赤字が発生

するといった部分を、器を大きく

することによって、リスクを何と

か減らし国民健康保険の財政を安

定化することで、これはもう大義

となってまいりますが、持続可能

な医療保険制度というのが、これ

がもう将来につなげていくのに必

要な改革となってまいります。そ

ういった中で、今、各都道府県が

いろいろ基準をどう進めていくか、

やっているところでございます。 

 あと、平成３０年度統一化とは

なりますが、現時点におきまして

は、この運営方針の骨子にもござ

いますように、当面は激変緩和措

置というものがとられるというこ

とになっております。 

 それによりまして、平成３０年

度一気に統一料率でスタートする

のではなく、ここにつきましては、

議会のご承認も得る中で、何とか

繰り入れを確保する中で、激変緩

和措置で被保険者の保険料の激変

緩和措置をとっていきたいと考え

ております。 

○上村高義委員長 嶋野委員。 

○嶋野浩一朗委員  国が広域化と

いう方向性を示されたというのは、

国民健康保険という制度自体が非

常に、続けていくのが非常に難し

い制度になっているということに

ついては、皆さんもそのような感

想をお持ちなのかなと思っており

ますし、その中で、少しでも事務

の効率化なんかをしていって、経

費を削減していこうということが

あるのかなと。 

 それともう一つは、冒頭申し上

げましたけれども、それぞれの市

町村でやっぱり高齢化率といった

ものが少し違ってきていると。そ

ういったところ、やはり皆で支え

ていきましょうというところが根

本にあって、広域化という中身に

なっているのかなと思ってますし、

そこについては、私も同様の思い

であります。 

 そういった中で、今まで摂津市

は、いろいろな努力をされてこら

れたわけですよね。今年度につい

ては、保険料はアップはしておら

れませんけれども、しかし、法定

外繰り入れも、これは、削減はさ

れてるんですかね。削減をされた

中で、しかし、保険料率は据え置

いてということをされてこられた

わけですよね。 

 この請願の中では、いわゆる財

政支援の拡充分が累積赤字の解消、

穴埋めに使われてるんじゃないか

というお話だったのかなと思いま

すけれども、安田課長の話、改め

て、平成２７年度の決算について

お聞かせいただいたんですけれど

も、決算のときにもおっしゃって

おられましたけれども、基本的に

はこれは、保険料の抑制に使って
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いったんだというお話、そういっ

た努力もされてきておられるわけ

ですよね。 

 そういった努力もしてきている

ということがある中で、やはり、

冒頭に申し上げた北摂市長会から

いろいろな意見が出てきていると。

やはりそういったところをしっか

りと、それぞれの市町村が今まで

行ってきた努力であるとか、それ

ぞれの市町村の状況をしっかりと

反映できるような形の統一化とい

うことであるならば、私は、やむ

を得ないというか、そういう方向

になっていくのかなと思っており

ますし、ほかの都道府県の状況が

どうなっていくのかは、まだ情報

が余り入っていないということだ

ったのかなと思いますけれども、

今の中で、日本全体の状況を考え

たときに、そこを赤字解消分でな

い法定外繰り入れが認められるか

もしれないけれども、果たして、

どうなっていくのかということを

考えると、これは私の予想ですけ

れど、恐らく、どんどんと法定外

繰り入れをやっていくという方向

にないんじゃないかなと思ってお

ります。 

 その中で、何度も繰り返しにな

りますけれども、いろいろな意見

を大阪府には聞いていただくよう

な仕組みづくり、今、これから進

んでいく方向を是とした中で、も

っともっとよりよいものをつくっ

ていきましょうというところで、

それぞれの市町村の声も聞いてい

ただけるような、そういった仕組

みづくりのことについては、ぜひ

これから担当課としても努力をし

ていっていただきたいなと思って

おりますし、我々もそういったこ

とについてはしっかりと、努力で

きるところについては努力してい

きたいなというように思っており

ます。 

 以上、少し意見になりましたけ

れども、申し上げまして、終わら

せていただきたいと思います。 

○上村高義委員長 ほかに。 

 藤浦委員。 

○藤浦雅彦委員  先ほど来、随分、

質問も上がっておりまして、詳細

について答弁もありましたので、

質問というよりは意見を述べさせ

ていただくということになると思

うんですけれども、この請願項目

をずっと見ていきますと、財源に

使途がないんだったら、本当にこ

ういうふうにしていただいたらい

いなと思うんですけど、そこはや

っぱり財源も要ることだと思いま

すし、それを法定外繰り入れをど

んどん入れていくということにも、

ならないとは私は思います。 

 そういう意味で、大阪府のこの

統一化ということに対しても、や

っぱり一番気になるのは保険料で

すね。これがどのようになるのか

というのは、本当に気になるとこ

ろでありますし、私自身もやっぱ

り市民の代表として、説明をしな

いといけないわけですから、上が

りましたって言って、それで納得

していただけるわけではないわけ

で、ここは本当に担当課としても、

あらゆる手段を使って、できるだ

け上がらないように努力をお願い

したいと思うんです。 

 同じように、後期高齢者の場合
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は、多くの方が下がるということ

で納得をいただきました。それで

も上がる人がいらっしゃって、い

ろいろ抗議をいただきましたけど

も、そういうことがまた再来する

ということにもなりますので、ま

たお願いしたいと思います。 

 その上で、その保険料について

はまだ出ていませんので、まだま

だ努力の余地もあると思いますし、

お願いしたいと思います。 

 それから、それぞれの項目につ

きましても、限界もあると思いま

すが、できるだけ現状を維持でき

るように、これも努力をしていた

だくということで、これは意見に

なりますけども、述べておきたい

と思います。 

○上村高義委員長 ほかに。 

 森西委員。 

○森西正委員  先ほど来、他の委

員さんからも質問がございました

けれども、一元化において、今回、

請願を上げられておられますけれ

ども、他市の状況ですね。他市で

はどういう声になってるのか。今

まで高いと言われたところが、反

対に低くなると思われるところも

あると思いますけれども、その点、

大阪府下の中でどういう声が上が

ってるのか、担当のほうで把握を

されてるところがあればお聞かせ

いただきたいと思うんですけども。  

○上村高義委員長  わかる範囲で。 

 安田課長。 

○安田国保年金課長  他市の声と

いうところでございます。資料の

ほうに戻らせていただきますが、

共通基準の設定という、骨子の２

ページのところでございます。 

 保険料の水準につきましては、

まだ数字が出ておりませんので、

この水準云々かんぬんで、他市か

ら声が上がるというのは、今のと

ころ余り聞いておりません。多分、

試算が出た時点で、いろんなお声

が出てくるとは考えてはおります

が、現時点で水準に関しては、今、

出ておりません。 

 そんな中で、共通基準の設定と

いう部分で申し上げますと、やは

り、保険料、保険税の区分という

ところで、保険料にすると。先ほ

ど、４市が税をとられてるという

部分になっております。こういっ

た部分で、保険料にするというと

ころで、例えば時効の関係等、そ

ういった部分で影響が出るので、

税方式を採用しているところは、

変更により影響が出るというよう

なお声も出ております。 

 また、②の賦課割合、賦課方式

といった部分、ここ、本市には影

響は出ておりませんが、こういっ

た部分が政令どおりとは違ったや

り方をされている市もございます。

例えば、摂津市では、所得割、均

等割、平等割の３方式でやってお

りますが、２方式でやっておられ

るところもあります。 

 また、賦課割合についても、摂

津市では所得割５０％、均等割３

５％、平等割１５％という形で賦

課割合を設定しておりますが、こ

こについても、均等割と平等割を

逆で設定されている市もございま

す。そういったところで影響が出

るというふうなお声も出ておりま

す。 

 その他、保険料の水準とは違い
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ますが、仮算定をやっておられる

市もまだございますし、納期数が

１０回でない市もございます。そ

ういった部分で、保険料の総額は

変わらないけども、支払回数が変

わることによって、負担感を感じ

られるといったことでお声を上げ

られている市もございます。 

 また、減免につきましては、こ

れはもう非常に、府下ばらばらな

ところでございます。今の水準を

何とか維持したいというお声もご

ざいますが、これを機に整理した

いというようなお声もあると伺っ

ております。 

 他市のお声としましては、そう

いった部分が出ていると認識して

おります。 

○上村高義委員長 森西委員。 

○森西正委員  仮に摂津市の方で

言いますと、吹田市、高槻市、茨

木市、場合によっては大阪市や守

口市の近隣の市でも、医療を受け

られるわけですね。そこにかかる

医療費というのは、同じ医療内容

であれば、同じ病院代というよう

な形になってくるわけですよね、

支払いとして。 

 国保でしたら、仮に、全体で治

療費自身が１万円かかると、３割

負担ですから３，０００円の個人

負担となってくるわけですね。そ

の３，０００円の個人負担の残り

の７，０００円というのが、国保

連等から給付を医療機関にされる

ということにはなると思うんです

けれども、その国保連に入るのが、

各市町村から、市民の皆さんから

の保険料というような形になると

思うんですけれどもね。 

 私は、その保険料自身が、市町

村によって、仮に同じ所得で、市

町村ごとで保険料が違うというの

は、私はおかしいと思うんですね。

同じ圏域の中で病院にかかって、

同じ治療内容であれば、そういう

部分も公平にしていかなければな

らないと私は思ってるんですよ。 

 それは、もっと幅広く、広い地

域の中で公平な形をとるべきだと

は、私は思ってますので、今まで

私は、各市町村で保険料率が違う

という形は、不公平ではなかった

のかなと思ってるんです。 

 私、議員に初めて当選させてい

ただいたときから、国保料は一元

化をすべきだということを申し上

げてて、そういうふうな部分では、

近隣市、例えば、目と鼻の先で、

道路を挟んで市が違って、向こう

の人の国民健康保険料がこちらと

違うという、それもやはり、例え

ば、行く生活圏域は一緒でしたら、

同じ病院にかかって、病院代は一

緒だけれども、国保料が違うとい

うのは、私は矛盾をずっと感じて

ましたので、国民健康保険の一元

化だけではなくて、私は、社会保

険全て一元化、国保も含めて一元

化をすべきだという考えでありま

す。 

 摂津市民という意味では、請願

の部分ではよくはわかるんですけ

れども、そういう意見を持って、

担当の方には、ぜひともよろしく

お願いしたいということで、意見

とさせていただきたいと思います。  

○上村高義委員長  以上で、意見

聴取を終わります。 

 暫時休憩します。 
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（午後３時７分 休憩） 

（午後３時９分 再開） 

○上村高義委員長  再開します。

討論に入ります。 

 増永委員。 

○増永和起委員  それでは、今回

出された請願について討論をさせ

ていただきます。賛成の立場から

討論いたします。 

 国民健康保険料の引き下げに関

してです。２０１４年、２０１５

年、連続値上げが行われました。

しかし、値上げ額を大きく超える

黒字が出ています。これは必要な

かった値上げであり、黒字分は値

下げに使うべきであります。 

 翌年度、翌々年度にまた支払い

がふえて赤字になる可能性がある

というようなご答弁が摂津市のほ

うからありましたけれども、そう

言いながら、保険料軽減のための

法定外繰り入れ約５，０００万円

はちゃっかり引き上げているとい

うのは、全く道理の合わないこと

であります。市民に対して、まず

保険料を元に戻す、これを行うべ

きだと思います。 

 続きまして、府内統一化につい

てであります。 

 まず、この府内統一化、二つの

大きな問題があると思います。一

つは、府内統一化が自治権の侵害

に当たるということです。 

 先ほど、ワーキング・グループ

の選出の仕方が一本釣りであると

いうことが出されました。また、

北摂の市長会の要望書でも、全体

の意見を聞いてほしいという要望

が挙がるとおり、今、全体の意見

を聞かずに進められている運営方

針であります。 

 法的根拠もなく、府内全体の合

意もない、自分たちでつくった国

保のあるべき姿に向けて話を進め

ている。これは、先ほど配られま

した大阪府国民健康保険運営方針

骨子案、ここに、２ページに出て

まいります基本的な考え方の中で、

国に対し、被用者保険を含む医療

保険制度の一本化を求めていく上

で、今回の国民健康保険制度改革

は、将来見直しに向けた通過点で

あるというところまで書いていま

す。 

 大阪府で一つの国保を目指すん

だと書かれておりますが、これは

法的根拠もなく、大阪府下全体の

合意の下に行われているものでも

ありません。自分たちの思いだけ

で突き走るこの運営方針案ですけ

れども、これを運営方針として採

択させるわけにはいきません。 

 しかも、この基本的な考え方の

中の一番最初のところに「国民健

康保険は社会保険制度である。」

と書かれています。国民健康保険

は、社会保障制度であります。保

険というのは、それぞれの加入者

が自分たちの出し分で賄うという

制度ですけれども、国民皆保険制

度の下支えとして、社会保障制度

としてつくられた国保の本来の姿

をゆがめる中身の運営方針であり

ます。これに対しては、きっぱり

と反対をすべきであると考えてい

ます。 

 国保の自治権侵害の問題に関し

ては、各市議会からも意見書が上

がっています。吹田市議会、和泉

市議会、高槻市議会、今、３市議
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会で上がっているこの意見書の中

には、各市町村が低所得者の保険

料を軽減するなど、地域の実情に

応じて制度を定めてきたものであ

る保険料や減免制度を府内で統一

し、市町村からの法定外繰り入れ

をなくせば、これまで低所得者の

保険料軽減や市民の健康増進に努

力してきた市町村ほど、保険料の

大幅な値上げとなるということで、

反対の決議が上がっております。 

 まさしく、摂津市でも、保険料

減免やさまざまな健康増進、今ま

でも努力をしてきたわけですから、

これが大きな保険料値上げに、府

内統一化によってなされるという

ことが目に見えて明らかになると

思います。 

 もう一つ、保険料の値上げにつ

いて、北海道が試算をいたしまし

た。北海道は、道内の統一料率と

いうふうなことは考えておりませ

ん。けれども、試算をした中で出

てきたことは、２．２６倍の一番

最高額、３７万４，３００円にな

るところで、また、最も下がると

ころは、何と３３％減で３８万９

００円。上がるところは２．２６

倍、下がるところはたった３３％

というのが、北海道のシミュレー

ションであります。 

 大阪府は、今、シミュレーショ

ンを出しておりませんけれども、

非常に大きな値上がり幅が予測さ

れる。北海道は、これを軽減する

ために、市町村、各さまざま手だ

てをとることはできるわけですが、

大阪は、出てきた数字をそのまま

保険料に反映するということにな

っていくのがこの府内統一化であ

り、これも、何としても許すこと

ができません。 

 佐賀県では、この統一化につい

て、数少ない統一化を進めようと

している全国の県の中に大阪府以

外に、奈良ですとか佐賀県とかが

あるわけですけれども、佐賀県で

は、市町村を集めて、その問題に

ついて議論をしたところ、県がそ

の広域化に対して、県としての負

担金を出さないのであれば、何も

広域化をして統一保険料率にする

必要はないということで、市町村

から大きな反発が出て、県は、そ

れを持ち帰らざるを得なかった、

統一化をするかどうかも含めて、

持ち帰らざるを得なかったという

ことが伝えられております。 

 その大阪府がそれなりの金額を、

やはりここに投入することという

のは、先ほどご紹介した北摂の市

長会の要望書の中にも盛り込まれ

ておりますが、大阪府もそれをや

るというようなことは、この運営

方針の中でも一切書かれておりま

せん。 

 こうして考えていけば、非常に

メリットがないのがこの府内統一

化です。自治権を侵害し、市民に

とっても百害あって一利なしの府

内統一化に対しては、きっぱりと

反対をし、法律ではきちんと認め

られた賦課権限とか条例の独自の

決定権とか、こういうものを今、

これからもしっかりと守り抜いて、

摂津市として市民のための国保運

営をぜひとも行っていくように、

この請願を採択していただくこと

を私からも委員の皆さんにお願い

をして、討論を終わります。 
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○上村高義委員長  以上で討論を

終わり、採決します。 

 請願第１号を採択することに賛

成の方の挙手を求めます。 

（挙手する者あり） 

○上村高義委員長 賛成少数。 

 よって、請願第１号は、不採択

すべきものと決定しました。 

 最後に、委員長から報告いたし

ます。 

 先ほど来、議論がされておりま

したけども、この動きは、昨年の

議長会の動きを見ますと、大阪府

議長会で「持続可能な国民健康保

険制度の確立及び財政支援につい

て」と題し、新制度の移行に関し

て速やかな情報提供を図るととも

に、重点要望として、都道府県化

に当たって被保険者負担の急激な

増加に対応するよう十分な激変緩

和策を講じるとともに、現在抱え

る国保事業の累積赤字について円

滑な処理ができるよう財政措置を

講じることを求める議案を決定し

ております。 

 そして、この議案は近畿議長会

提出議案として、全国議長会・社

会文教委員会に付託され、可決後、

昨年１１月には全国議長会要望事

項として、政府・関係省庁に要望

実行活動を行っております。 

 また、そういうことがある中で、

市の理事者に対して、今後も新制

度に関わる国・府の動向等につい

て当委員会への速やかな情報提供

を要請しておきます。 

 これで、本委員会を閉会します。  

（午後３時１８分 閉会） 
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